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第５章 国際標準化が与える日本の教育訓練への影響等 

 

第 2 章ＩＳＯ／ＴＣ２３２の動向及び第 3 章の諸外国の教育訓練の実態を踏まえる

と、わが国においても教育訓練の質保証は重要な課題である。 

諸外国において、実施機能を中心に政府機関の役割を縮小し外部機関を活用すると

いう傾向が共通してみられた。わが国もその方向で進んでいるが、そこで問題になる

のは、受け皿となる良質な外部機関をいかに育て確保するかである。 

諸外国の主要な職業訓練機関がそうであったように、それを全て市場に委ねること

はできず、政府からの強力な財政支援を受ける公的機関が大きな役割を果たさざるを

えない。 

しかしわが国の現状をみると、職業訓練機能を担っているアメリカ、イギリスのカ

レッジ等の学校教育機関、ドイツやフランスの経営団体等の公的機関に相当する教育

訓練機関が十分に形成されてない。 

わが国にとって、公的な職業訓練機能を担う機関の充実が重要な政策課題である。

また、教育訓練を提供する機関が多様化する中で、そこで提供される教育訓練の質を

いかに向上し保証するかも重要な課題である。 

諸外国では、職業能力評価制度が職業訓練政策のなかで重要な役割を果たしており、

わが国においても、職業訓練政策を効果的に展開するうえでその整備・充実は不可欠

である。 

ＩＳＯ／ＴＣ２３２における教育訓練サービス分野の国際標準化の動向や諸外国の

経験とわが国の現状を踏まえると、多くの企業、労働者をカバーする体系化された職

業能力評価制度を構築するとともに、同制度によって評価された能力(職業資格)と学

校教育上の資格の相互認定制度と、現場で積み重ねてきた能力を評価し社会的に認証

する制度を検討する必要がある。 
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第１節 教育訓練サービスの国際規格化が及ぼす影響 

 

教育訓練サービスは、各国の産業構造、経済活動の状況等を踏まえた具体的人材ニ

ーズ、労働市場の実態等を反映し成り立っている。日本に関して言えば、職種別労働

市場は限られた職種を除き十分発達しておらず、特に中堅以上規模の企業において、

新規学卒者等の定期的・大括りの採用を行った上で、環境変化に対応した柔軟な人員

配置、計画的な社内人材育成がなされるといった、いわば企業内労働市場の機能発揮

に特徴がある。能力評価、処遇に当たっても、個別スキルの要素評価と言うよりも、

コンピテンシー、総合評価を重視する傾向が強い、といった特徴がある。 

こうした労働市場や企業の人事管理のあり方を反映し、語学や IT スキルといった領

域における外部（民間）教育訓練機関の役割発揮はあるにしても、社会人対象の教育

訓練全体の中では、企業内教育訓練（上記の柔軟な職場配置の下での OJT 及び企業自

身が実施機能を担う形態での off－JT）が重要な役割を果たし、資質はあっても実践

的経験・能力は十分有しない若年者等を対象に、企業が求める人材像に沿って計画的

な教育訓練が展開され、長期的な観点から人材育成がなされているのが実態である。 

こうした我が国企業の人事管理や能力開発のあり方については、様々な環境変化の

下で見直しが求められ、現実にも職種に着目した外部人材調達が徐々に拡大している

側面もあるものの、産業構造や景況の変動の下で業種・職種別の労働力需要バランス

が大きく変動する際にも、比較的円滑に企業内の配置転換、企業間の労働移動が図ら

れ、中高年齢者の高失業といった問題を免れている等、評価し得る側面がある。 

ISO/TC232 の議論を経た本分野の国際規格発行が、我が国含む各国の民間教育訓練

サービスの質の保証・向上、ひいては顧客（受講者）の利益に繋がる可能性がある一

方、各国が有する、こうした労働市場、教育訓練の特性、バックグラウンドを十分勘

案せず、教育訓練サービスに係る国際規格のスコープを過大に拡げたり、細目に亘り

過ぎる要件を設定した場合、むしろ、機動的で効果的、効率的な教育訓練実施の支障

となったり、受講経費の負担が増高し受講機会が制約される等、健全な教育訓練市場

の形成、労働市場の有効な機能発揮の妨げとなるおそれがないとは言えない。 

しかし、本見解は、ＤＩＳ段階でのもので、ＦＤＩＳ段階へ移行にあたって、この

ような懸念は払拭される可能性もあり、今後の動向を見ていく必要がある。 
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第２節 ＩＳＯ／ＴＣ２３２が在職者訓練に与える影響 

 

公共職業訓練は、第１章第２節 2-3 で述べている職業能力開発促進法「－に基づく

規定」よりも、対象者別に離職者訓練、学卒者訓練、在職者訓練という呼称が用いら

れることも多いので、ＤＩＳ２９９９０基準が在職者訓練に及ぼす課題や影響につい

て考察する。 

 

１．利害関係者のニーズに関する要求事項 

   ①個人情報保護法は、個人情報の取得にあたっては、その使用目的などを明

記し、本人の了解が必要である。一般的に在職者訓練においては、修了書

発行のための、氏名、生年月日以外の、資格、サーティフィケート、教育

訓練歴などの個人情報は求めていない。 

ジョブカードの場合は、資格や訓練歴などの記入様式が定められている

が、活用の目的が求職者を対象としているため、在職者が所属している企

業でジョブカードを利用して能力開発を行っている例はないのが現状であ

る。 

      教育訓練機関が受講者に、資格、サーティフィケート、教育訓練歴など

の提出を求めるには、職業資格枠組み、能力評価基準、技能認定制度等教

育訓練を受講することによるメリットを整備することが大切である。 

    ②言語、文化、読み書きに関するニーズや学習障害・身体障害に関する特別

なニーズに対して対応する必要があるが、ＷＣＡＧ（ Web Content 

Accessibility Guidelines：ウェブコンテンツ・アクセシビリティ・ガイ

ドライン）には準拠していない。 

    ③提供される学習サービスにおける全ての関連した側面について、スポンサ

ーと合意する必要があるが、合意の旨の記録として、受講申込書の内容で

可であるか不明。 

提供される学習サービスにおける全ての関連した側面を記載した契約書の

ようなものが必要か。 

 

２．学習内容及びプロセスに関する要求事項 

   ①特定の学習内容・プロセスに起因するニーズを効果的に分析するために必

要な利用可能な手段及び情報について影響がある「特定の学習内容・プロ

セスに起因するニーズを効果的に分析」で重要な取組は、習得度測定と受

講前のスキルチェック、受講後のアンケート調査、その後のフォーアップ

調査により把握することなどと考えられるが、不確定の点が多い。 
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   ②使用される学習方法及び最新の教材、学習方法とその正確性などの評価方

法、その記録の仕方に影響がある。 

在職者訓練の学習方法と教材に関して、過度の評価基準を設定すると、

コストが高まり、受講者の負担が増え、受講機会の制限に結びつく可能性

が大きいので、受講者及びそのスポンサー等からのアンケート調査とその

分析結果等からの判断基準が現実的と考えられる。 

 

３．学習の転移に対する支援及びモニタリング方法の明確化に関する要求事項 

     学習の転移が確実に適切なかたちで観察、評価、記録されるために学習

促進と学習支援の方法について検討・計画する際、全ての利害関係者を考

慮する必要があるが、「全ての利害関係者」の特定を求めることは現実的で

ない。具体的な取組事例を示すような検討が必要である。 

 

４．カリキュラムプランニングに関する要求事項 

     学習サービス提供や学習の転移に対するモニタリング・評価において、

利害関係者の役割・責任を明確にする影響がある。 

「利害関係者の役割・責任を明確にする」ことがカリキュラムの計画と

具体的にどのように関係するか不確定な点が多い。 

     プランニングの際に指導者（講師）、評価者、認定者などの利害関係者を

リストアップし、それぞれの役割と責任を明確にした書類というようなこ

とと考えられるので、職業資格枠組み、能力評価基準、指導者の能力要件

等の具体的基準が必要になると考えられる。 

 

５．情報及びオリエンテーションに関する要求事項 

   ①学習者の義務・責任、学習者への期待について、カリキュラムに訓練対象

者、訓練目標を明示しているが、厳密に学習者の義務や責任は明確にされ

ていない。学習態度、マナー、出席、学習成果に対する保証などであろう

が、具体的にどのように記載するか明確にする必要がある。 

   ②修了時に発行される成績通知表やサーティフィケーションの性質について

説明する必要がある。 

    在職者訓練は、学校教育のような成績通知表としては、対応していない。

諸外国と日本との違いは、修了したということだけを証明するだけの形式

的な修了書は、日本的であり、諸外国では、何を習得したかとその成績を

一緒にして修了書としていないか確認する必要が有る。 

    単なる修了書ではなく、今後は、職業資格枠組み、能力評価基準等とリン
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クした形が重要である。 

   ③利害関係者が不満を抱いている場合などの苦情処理については、事務窓口

を説明し、対応しているが、具体的対応プロセスは未整理であり、苦情等

の窓口を全国共通では、明示していない。 

    苦情処理についての対応プロセスを検討する必要がある。 

   ④誰が学習と評価のサポートを行うのかなど明確にする必要がある。 

    現在、講師情報については、受講前に明示し、受講申込書によって意思を

確認しているが、講師の属性をどの程度公開するか明確な基準はない。 

また、評価についても同様である。 

なお、「サポート」に対する認識を統一すべきであり、具体的イメージな

どを確認する必要がある。 

また、指導員の能力要件や評価基準などを構築する必要がある。 

 

６．学習の評価に関する要求事項 

   ①評価結果は、評価の移行性を高める形式であることを求められているが、

「移行性を高める形式」とは具体的に何を指すのか不明確である。 

   ②評価項目に基づいて学習者を評価し、学習者のニーズに対応できるよう、

評価のための情報は、慎重に焦点を絞られ、十分に包括的である必要があ

るが、学習者の評価方法は、様々であり、その評価に係る労力等も学習者

及びスポンサーに関係が深いところである。もし規格化された場合、適合

性評価をする際に、その正確性と妥当性、実行性の評価基準の設定は、具

体的にどのようになるか不明である。 

    また、学習者のパフォーマンスに関する解釈についても同様である。 

   ③必要に応じて、問題を抱える学習者などを専門家に紹介するように要望さ

れているが、日本の職業訓練分野では、なじみの薄い要件である。障害者

としても具体的に対応可能な機関・施設は尐なく、現実的には、対応が難

しい。また、文科省のような専門的ケアが施策として実施されているメン

タルヘルスケアの専門家等の常駐化は認められておらず、その専門家への

紹介が必要だと判断されても職業訓練施設では対応不可能。施設以外の専

門家を紹介することになる。結果的に、責任のある対応とは言えないので

はないか。組織的にどこまで対応していくか検討が必要である。 

 

７．評価のニーズに関する要求事項 

   ①評価報告書には、学習サービス、学習サービス目的、結果、展望、手順、

理論的根拠が明確に詳述されることとなっているが、現在、在職者訓練で
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発行している修了証、受講証明書は、そこまでの詳細内容まで記述してい

ない。内容的にどこまで記述するべきか、諸外国の動向を調査する必要が

ある。 

   ②中間結果及び評価報告書は、利害関係者へ配布されることになっているが、

日本では、利害関係者とは、学習者と学習者を派遣したスポンサーを意味

するとしても、評価結果の提供は、個人情報保護法から本人の合意が必要

であると考える。 

 

８．評価の正当性に関する要求事項 

     文書でもって具体的に利害関係者の義務について合意することになって

いるが、在職者訓練では行っていない。 

     また、義務とはどのようなことを記述するのか、不明である。 

 

９．コンピテンシー及びスキルに関する要求事項 

   ①職業訓練指導員、管理者、関係者の能力（コンピテンシー及びスキル）は、

明確に示せるものはない。 

    具体的にどのように記述し、評価するか調査する必要がある。 

   ②コンピテンシーについて言及している職務内容説明書を作成しなければな

らないが、ISO9001 で使用されている職務記述書又は力量評価書（一般的

には、職務職能要件書、「職種別資格要件(能力要件)表」という言い方も定

着している。）を整備し、その評価と併せて人材育成を実施したという証拠

が必要なのであろうか。（例）①統括責任者、②各部門・分野の訓練現場に

おけるマネージャー（公共訓練では、訓練課長）、③直接の指導者（公共訓

練では、職業訓練指導員）など。 

 

１０．学習サービスプロバイダーのコンピテンシー、パフォーマンス管理、専門的

能力の開発に対する評価に関する要求事項 

     学習サービスプロバイダーの指揮下で学習サービスを提供するスタッフ

又は協力者のコンピテンシーは、職務内容説明書と関連付けながら評価又

は見直されなければならないとされており、指導員以外のスタッフや協力

者についてのコンピテンシーについても管理しなければならない。 

     そのための、評価基準が必要となる。 

     現在、未整備のため今後検討する必要がある。 
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１１．内部監査に関する要求事項 

     内部監査は、監査及び本国際規格の要求事項に関する知識を有する適任

者によって行われる必要があるため、内部監査研修を実施し、監査員の養

成をはかる必要がある。また、養成のためのプログラム開発が必要である。 

 

１２．認証取得にあたっての全体的留意事項 

     ＤＩＳ２９９９０の要求事項を満たそうとすると、それに掛かる費用（特

に人的資源に関するインフラの整備）が多額になると想定され、その費用

を受講料に転嫁すると、利用者に対し、学習の受講機会を害う恐れも考え

られる。 
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第３節 日本における職業資格枠組みに関する考察 

 

  我が国における職業資格枠組みは、現在存在しない。しかし、国際標準化の流れ

や国内の雇用情勢の問題等を考えると、その重要性は増していると言える。 

  そこで、現在日本にある代表的な枠組みを整理し、ひとつの案として提起する。 

 これからの議論のたたき台になることを期待する。 

なお、ここで述べられている、独立行政法人雇用・能力開発機構が提供する「生

涯職業能力開発体系」については巻末の資料１に、中央職業能力開発協会における

「職業能力評価基準」については資料２に、独立行政法人 情報処理推進機構ソフト

ウェア・エンジニアリング・センターが提供する「組込みスキル標準 ETSS2008」に

ついては資料３に詳細を掲載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 5-3-1 日本における職業資格枠組みに関するたたき台案 

 

組込みスキル標準
日本の職業教育資
格枠組み（案）

（経済産業省）

NQF（全国資格枠組み） 生涯職業能力開発体系

NVQ（国家職業資格） 水準 知識 技能 能力 （仕事の体系）

レベル８
Specialist awards
（スペシャリスト授
与）＝博士

8
ある仕事又は学習の
分野における，また
様々な分野に共通す
る先端的知識を持って
いる

統合や評価を含め，研究及び
／又は技術革新の分野におけ
る中心的な問題提起を解消
し，また手元にある知識又は
職業的実践を拡大又は再定義
するための最も先端的で特殊
化された技能及び方法を身に
付けている

仕事を含め，指導的な仕事又
は学習背景における新たなア
イディアや手法を開発するに
あたり，相当の権威，技術革
新能力，自律性，学術と職業
の不可侵性，継続的な参加が
認められる

第三学修サ
イクル

大学

博士課程

レベル７
ハイレベル

レベル７においては新技術開発や標準化
などにより社内および社外をリードする。

レベル８
（シニアマネージャー、
シニアスペシャリスト）

レ
ベ
ル
４

（企業利益を創造す
る仕事）

●新しい生産設備や新技術の導入
に対応する仕事
●他の専門分野との複合・統合に
より高付加価値化や新分野展開を
担う研究開発的または調査分析的
な仕事
●企業内の基準・制度の改正を行
う仕事
●企業の政策（事業展開）や経営
方針の企画・立案・決定に参画す
る仕事
●総合的な判断及び意思決定を行
う仕事

応用
研究
課程

●研究課
程卒業

訓練機関：
1年

第二学修サ
イクル

レベル６
National Diploma in
Professional
Production Skills（プ
ロフェッショナルの
生産技能における
ナショナル卒業証
書）＝学士

6
理論や原則に対する
批判的な理解を伴っ
た，仕事又は学習の
分野における進歩的
な知識を持っている

専門的技能や技術革新的能
力を自在に使いこなせることを
証明し，かつ特殊な仕事及び
学習の分野における複雑で予
測不可能な問題を解決するの
に必要となる進歩的な技能を
持っている

複雑な専門的あるいは職業
的な活動又はプロジェクトを監
督し，予測不可能な仕事又は
学習背景において決定責任を
引き受けることができる

個人及び集団の職業上の発
展に対
する責任を引き受けることが
でき
る

第一学修サ
イクル

レベル６
（プロフェッショナル）

レベル５
BTEC Higher
National Diploma in
3D Design
（３次元設計におけ
るBTEC高等ナショ
ナル卒業証書）＝
高等教育水準

5
仕事又は学習の分野
における包括的で特
殊な理論的知識及び
事実的知識，並びにこ
れらの知識の境界に
対する意識を持ってい
る

抽象的な問題を創造的に解決
する上で必要となる，包括的な
認知的技能及び実践的技能を
持っている

予測できない変化が起こるよ
うな仕事又は学習背景の中
で，指導し監督することができ
る

自らの成果と他者の成果を吟
味し
発展させることができる

(短期学修
サイクル)

レベル５
（高等技能者）

レベル４
Certificate in Early
Years（初期年度証
明書）＝短期高等
教育水準

4
仕事又は学習の分野
における理論的知識
や事実的知識を幅広く
多様に持っている

仕事又は学習の分野における
特殊な問題を解決するための
認知的技能及び実践的技能を
一通り持っている

通常は予測可能だが変化す
る可能性のある，仕事又は学
習背景を規定する行動要因
の中で，自主的に行動管理を
することができる

仕事又は学習の活動の評価
及び改善に対して一定の責任
を引き受け，他者の日常の作
業を監督することができる

レベル４
（短期高等技能者）

3
仕事又は学習の分野
における事実，原則，
方法，一般的概念に
関する知識を持ってい
る

基礎的な方法，道具，材料，情
報を選別して用いる場合に，課
題を片付け，かつ問題を解決
するための認知的技能及び実
践的技能を一通り持っている

仕事上の課題又は学習上の
課題を責任を持って片付ける
ことができる

レベル３
（中等技能者）

2 仕事又は学習の分野
における基礎

課題を実行し，かつ簡単な
ルールや道具を用いながら日
常の問題を解決する上で，重
要な情報を利用するのに不可
欠となる基礎的な認知的技能
及び実践的技能を持っている

監督を受けながら，ある程度
の責任感を持って仕事又は学
習できる

レベル２
（初等技能者）

1 基礎的な一般知識を
持っている

簡単な課題を遂行するのに必
要な基礎的な技能を持ってい
る

体系的な背景において直接
的な指導を受けながら仕事又
は学習できる

レベル１
（基礎技能者）

（中央職業能力開発協会）（雇用・能力開発機構）

諸外国の職業教育資格枠組み 日本の職業教育（厚労省関係）
（文部省
関係）

（経産省
関係）

イギリス 欧州職業教育資格枠組み 機構の職業能力開発に
関するレベル表示 生涯職業能力開発体系 職業能力評価基準 公共職業訓練

年齢
16～

年齢
20代

年齢
30代

年齢
40～

長期間の
訓練課程 指導員訓練大学 ＥＴＳＳ

組込みスキル標準

レベル５
NVQ in Construction
Management（専門
の工事管理者が、
設計と施工の中間
的な立場から総合
的な管理業務を行う
ような国家職業資

格）

(多様で予測困難な
業務において、技能
と広範な理論を応用
できる能力。非常に
高度な自主性と他の
作業員の業務、資材
の配置に対する高度
な責任も要求され
る。さらに、計画、設
計、実効、評価、分
析及び判定の確実な
能力も要求される。)

複合・統合

（他の専門分野
を含む複合・横
断的な領域にお
ける応用的な企
画・調査分析、
研究開発、統合
的経営戦略に
関する職務が遂
行できる。)

レベル４
大規模組織の責任者もしくは
最高度の専門職・熟練者とし
て、広範かつ統合的な判断
及び意思決定を行い、企業
利益を先導・創造する業務を
遂行するために必要な能力

水準。

特
級
１級合格後５
年以上管理者
または監督者

高
度
職
業
訓
練

専
門
短
期
課
程
訓練時
間：12時
間以上

高
度
職
業
訓
練

応
用
短
期
課
程
訓練時
間：60時
間以上

欧州高等教育圏のた
めの資格枠組み

職業教育資格
枠組み（案）

職業能力開発に関す
るレベル表示

職業能力評
価基準

技能
検定

短期間の
訓練課程

研究
課程

●長期課
程卒業

訓練機関：
2年

大学

修士課程 レベル５～６
ハイレベル

社内において当該職種／専門分野に係る
テクノロジやメソドロジ、ビジネスをリードす
るレベル。スキル向上においても、社内戦
略の策定・実行に大きく貢献することが求

められる。

レベル４
NVQ in Advice and Guidance
（助言と指導における国家
職業資格）

(知識と技能を応用して広範囲にわ
たる複雑で技術的、専門的な作業
を行う能力。業務は幅広く、仕事に
対して相当高い責任と自主性が要
求される。他の作業員の仕事に対
する責任、人材資材の配置につい
ての責任も多くの場合必要とな
る。)

レベル３
(高度な専門知識及び技能・技術
に基づき、自らの問題解決能力や
創造力を活かして、職務の多様
化・高度化に対応したサービス・
品質の改善や業務の効率化、シ
ステム化に関する職務が遂行でき

る。)

レベル３
中小規模組織の責任者もしく
は高度専門職・熟練者とし
て、上位方針を踏まえて管理
運営、計画作成、業務遂行、
問題解決等を行い、企業利
益を創出する業務を遂行する
ために必要な能力水準。

１
級
７年以上上級
技能者

高度
職業
訓練

応用
課程

●専門課
程卒業

訓練機関：
2年

7

部分的には仕事又は
学習の分野における
最先端の知識と結び
付き，かつ技術革新的
な思考的試み及び／
又は研究の基盤とな
る，極めて特殊化され
た知識を持っている

ある仕事又は学習の
分野の問題に対する，
また様々な分野に共
通する事項への批判
的な意識を持っている

新たな知識を獲得し，新たな方
法を開発し，様々な分野の知
識を統合する上で，研究及び
／又は技術革新の分野におけ
る特殊化された問題解決技能
を持っている

新たな戦略的アプローチを必
要とする複雑で予測不可能な
仕事又は学習背景を監督し，
形成することができる。

専門的知識及び職業実践へ
の寄与及び／又はチームの
戦略的なパフォーマンスの反
省に対する責任を引き受ける
ことができる

レベル７
（マネージャー、スペシャリ

スト）

長
期
課
程
●高校卒

業
訓練機関：

4年

大学

学士課程 レ
ベ
ル
２

（企業利益を生む仕
事）

高度
職業
訓練

専門
課程

●高校卒
業

訓練機関：
2年

レベル３～４
ミドルレベル
自らのスキルを駆使することによって、業
務上の課題の発見・解決をリードすること
ができるレベル。スキル向上においても、
自らのスキルの研鑽を積みつつ、下位レ
ベルの育成に積極的に貢献することが求

められる。

レ
ベ
ル
３

（企業利益を先導す
る仕事）

●指導指示または指導管理を行う
仕事
●与えられた持ち場で管理運営ま
たは部下の指導監督を行う仕事
●チームの中でリーダーシップを発
揮して行う仕事
●他部門または他企業との業務調
整、問題解決等を行う仕事
●職務に関する専門分野の高度
化または他の専門分野との複合化
に対応する仕事
●企業の政策（事業展開）や経営
方針の企画・立案を上申する仕事

普
通
職
業
訓
練

短
期
課
程
訓練時
間：12時
間以上

普
通
職
業
訓
練

普
通
課
程

●中学校
卒業
訓練機
関：2年～
4年

●高校卒
業

訓練機
関：1年～
4年

３
級
６ヶ月以上初
級技能者

２
級
２年以上中級
技能者

レ
ベ
ル
１

（企業利益の礎を育
む仕事）

●指導指示または指導管理の下で
行う仕事
●定められたマニュアルに沿って、
部分的に指導を受けながら行う仕
事（日常定型業務等）
●チームの中でメンバーシップを理
解しながら行う仕事
●補助的または基礎的な仕事
●労働災害の意義及び危険防止
が理解できる段階の仕事

レベル１
(当該専門分野の職務に関して、
基礎的な専門知識及び技能・技
術に基づき、職務が遂行できる。)

レベル１
担当者として、上司の指示・
助言を踏まえて定例的業務を
確実に遂行するために必要

な能力水準。

レベル２
(当該専門分野の職務に関して、
専門知識及び技能・技術に基づ
き、自らの判断で職務を遂行で
き、業務の改善・提案ができる)

レベル２
グループやチームの中心メン
バーとして、創意工夫を凝ら
して自主的な判断、改善、提
案を行いながら業務を遂行す
るために必要な能力水準。

●職務の反復経験から適切な判断
ができ自主的に行う仕事
●チームの中で中心メンバーとして
行う仕事
●職務の反復経験から創意工夫
や改善について提案相談できる段
階の仕事
●職務に関する専門分野の向上
や拡大のため、新たな職務にチャ
レンジする段階の仕事

導入(Entry)レベル
Entry Level Certificate in Adult Literacy*
（成人識字能力におけるエントリーレベ
ル証明書）

レベル２
Diploma for Beauty Specialists
（美容専門家の卒業証書）
NVQ in Agricultural Crop Production
GCSEs Grades A-C*（農業作物生産
GCSEsのＡ～Ｃ等級における国家職業
資格）

(決まった仕事の中で一定の作業をするだ
けでなく、知識と技能を適用してある程度
変化のある作業もできる能力。作業には
複雑なものも含み、仕事に対する責任と自
主性も多尐、要求される。作業グループま
たはチームの中で他のものと共同で作業
できることが必要とされる場合が多い。)

高等学校

レベル１～２
エントリレベル

当該職種の上位レベルの指導の下で、業
務上における課題の発見・解決を行うこと
ができるレベル。スキル向上においては、
自らのキャリアパス実現に向けて積極的

なスキルの研鑽が求められる。

レベル１
Certificate in Motor Vehicle Studies
（自動車学校の証明書）
NVQ in Bakery GCSEs Grades D-G*
（パン屋GCSEsのＤ～Ｇ等級における国
家職業資格）

(種々の業務遂行にあたって、知識と技能
を適用する能力。主に予測できる決まった
作業ができる。)

レベル７
Diploma in
Translation（翻訳に
おける卒業証書）
＝修士

EQF（欧州資格枠組み）

レベル３
Certificate in Small Animal Care
（小動物ケアにおける証明書）
NVQ in Aeronautical Engineering A levels*
（航空工学　Ａレベルにおける国家職業
資格）

(多様な業務で、知識と技能を応用して広
い範囲の活動ができる能力。作業は、非
定形で複雑なものが多い。仕事に対して
かなりの責任と自主性を持ち、他のものを
監督し、作業指導する能力もしばしば要求
される。)


